
 

一 

 
 
 

信
託
法
案
に
対
す
る
修
正
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

○ 

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
） 

修 

正 

案 

原 
 
 

案 

（
信
託
事
務
の
処
理
の
第
三
者
へ
の
委
託
） 

第
二
十
八
条 

受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第

三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
旨
又
は
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
（
当
該
委
託
が
受
益
者
の
利
益

を
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
を
除
く
。）
。 

二 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
の
第
三
者
へ
の
委
託
に
関
す
る
定
め
が

な
い
場
合
に
お
い
て
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が

信
託
の
目
的
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。 

三 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
旨

の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す

る
こ
と
に
つ
き
信
託
の
目
的
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
受
益
者
の
承
認
を
得
た
と
き
。 

 

（
受
託
者
の
注
意
義
務
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

（
信
託
事
務
の
処
理
の
第
三
者
へ
の
委
託
） 

第
二
十
八
条 

受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第

三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
旨
又
は
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
。 

 

二 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
の
第
三
者
へ
の
委
託
に
関
す
る
定
め
が

な
い
場
合
に
お
い
て
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が

信
託
の
目
的
に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三 

信
託
行
為
に
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
旨

の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
信
託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す

る
こ
と
に
つ
き
信
託
の
目
的
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

（
受
託
者
の
注
意
義
務
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 



  

二 

２ 
受
託
者
は
、
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
善
良
な
管
理
者
の

注
意
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
利
益
相
反
行
為
の
制
限
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

一 

信
託
行
為
に
当
該
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と

き
（
当
該
行
為
が
受
益
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き

を
除
く
。）。 

（
削
る
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

３ 

受
託
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
受
益
者
に
対

し
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
重
要
な
事
実
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

受
託
者
は
、
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
善
良
な
管
理
者
の

注
意
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
注
意
を
も
っ
て
、

こ
れ
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
利
益
相
反
行
為
の
制
限
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ

る
事
由
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
場
合
で
も
当
該
行
為
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
旨
の
信
託
行
為
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

信
託
行
為
に
当
該
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と

き
。 

 

二 

受
託
者
が
当
該
行
為
に
つ
い
て
重
要
な
事
実
を
開
示
し
て
受
益
者
の
承

認
を
得
た
と
き
。 

三
・
四 

（
略
） 

３ 
受
託
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
受
益
者
に
対

し
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
重
要
な
事
実
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 



 

三 

４
～
７ 

（
略
） 

 

 

第
三
十
二
条 
（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
行
為
に
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
固

有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人
の
計
算
で
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
旨
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人

の
計
算
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が
受
益
者
の
利
益
を

害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  ３ 

受
託
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害

関
係
人
の
計
算
で
し
た
場
合
に
は
、
受
益
者
に
対
し
、
当
該
行
為
に
つ
い
て

の
重
要
な
事
実
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
信
託
事
務
の
処
理
の
委
託
に
お
け
る
第
三
者
の
選
任
及
び
監
督
に
関
す
る

４
～
７ 

（
略
） 

 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同

項
に
規
定
す
る
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人
の
計
算
で
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
あ
っ
て
は
、
同
号

に
該
当
す
る
場
合
で
も
当
該
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人

の
計
算
で
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
信
託
行
為
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

信
託
行
為
に
当
該
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人
の
計

算
で
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
。 

二 

受
託
者
が
当
該
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害
関
係
人
の
計
算

で
す
る
こ
と
に
つ
い
て
重
要
な
事
実
を
開
示
し
て
受
益
者
の
承
認
を
得
た

と
き
。 

３ 

受
託
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
固
有
財
産
又
は
受
託
者
の
利
害

関
係
人
の
計
算
で
し
た
場
合
に
は
、
受
益
者
に
対
し
、
当
該
行
為
に
つ
い
て

の
重
要
な
事
実
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４
・
５ 
（
略
） 

 

（
信
託
事
務
の
処
理
の
委
託
に
お
け
る
第
三
者
の
選
任
及
び
監
督
に
関
す
る



  

四 

義
務
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

信
託
行
為
に
お
い
て
受
託
者
が
受
益
者
の
指
名
に
従
い
信
託
事
務
の
処
理

を
第
三
者
に
委
託
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
受
託
者
が
信
託

事
務
の
処
理
を
当
該
定
め
に
従
い
指
名
さ
れ
た
第
三
者
に
委
託
し
た
と
き

は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
受
託
者
は
、
当
該
第
三

者
が
不
適
任
若
し
く
は
不
誠
実
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
第
三
者
に
よ
る
事
務

の
処
理
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
受
益
者
に
対

す
る
通
知
、
当
該
第
三
者
へ
の
委
託
の
解
除
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

  ４ 

（
略
） 

 

（
信
託
財
産
か
ら
の
費
用
等
の
償
還
等
） 

第
四
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

受
託
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
か
ら
費
用
の
前
払
を
受

義
務
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

受
託
者
が
信
託
事
務
の
処
理
を
次
に
掲
げ
る
第
三
者
に
委
託
し
た
と
き

は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
受
託
者
は
、
当
該
第
三

者
が
不
適
任
若
し
く
は
不
誠
実
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
第
三
者
に
よ
る
事
務

の
処
理
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
受
益
者
に
対

す
る
通
知
、
当
該
第
三
者
へ
の
委
託
の
解
除
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一 

信
託
行
為
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
第
三
者 

二 

信
託
行
為
に
お
い
て
受
託
者
が
委
託
者
又
は
受
益
者
の
指
名
に
従
い
信

託
事
務
の
処
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
定
め
に
従
い
指
名
さ
れ
た
第
三
者 

４ 

（
略
） 

 
（
信
託
財
産
か
ら
の
費
用
等
の
償
還
等
） 

第
四
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

受
託
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
か
ら
費
用
の
前
払
を
受



 

五 

け
る
に
は
、
受
益
者
に
対
し
、
前
払
を
受
け
る
額
及
び
そ
の
算
定
根
拠
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
費
用
等
の
償
還
等
の
方
法
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
、

受
益
者
の
同
意
を
得
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
（
当
該
財
産
を
処
分
す

る
こ
と
に
よ
り
信
託
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
も

の
を
除
く
。
）
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
削
る
） 

    

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

各
債
権
者
（
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
債
権
者
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
共
同
の
利
益
の
た
め

に
さ
れ
た
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
保
存
、
清
算
又
は
配
当
に
関
す
る
費

け
る
に
は
、
受
益
者
に
対
し
、
前
払
を
受
け
る
額
及
び
そ
の
算
定
根
拠
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
費
用
等
の
償
還
等
の
方
法
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
（
当
該
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
信
託
の
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
受
託
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
す
る
権

利
の
行
使
に
代
え
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
で
金
銭
以
外
の
も
の
を
固

有
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

各
債
権
者
（
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
債
権
者
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
共
同
の
利
益
の
た
め

に
さ
れ
た
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
保
存
、
清
算
又
は
配
当
に
関
す
る
費



  

六 

用
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
が
有
す
る
権
利
は
、
第
三
項

の
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
に
お
い
て
、
他
の
債
権
者
（
当
該

費
用
等
が
す
べ
て
の
債
権
者
に
有
益
で
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

費
用
等
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
権
利
に
優
先

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
順
位
は
、
民
法
第
三
百
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
先
取
特
権
と
同
順
位
と
す
る
。 

６ 

次
の
各
号
に
該
当
す
る
費
用
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者

が
有
す
る
権
利
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
の
財
産

に
係
る
第
三
項
の
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
に
お
い
て
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
の
権
利
に
優
先
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
信
託
財
産
か
ら
の
損
害
の
賠
償
） 

第
五
十
三
条 

（
略
） 

２ 

第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を

除
く
。
）
並
び
に
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
財
産
か
ら

の
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
受
託
者
の
信
託
報
酬
） 

第
五
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

用
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
が
有
す
る
権
利
は
、
第
四
項

の
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
に
お
い
て
、
他
の
債
権
者
（
当
該

費
用
等
が
す
べ
て
の
債
権
者
に
有
益
で
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

費
用
等
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
権
利
に
優
先

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
順
位
は
、
民
法
第
三
百
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
先
取
特
権
と
同
順
位
と
す
る
。 

７ 

次
の
各
号
に
該
当
す
る
費
用
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者

が
有
す
る
権
利
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
の
財
産

に
係
る
第
四
項
の
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
に
お
い
て
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
の
権
利
に
優
先
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
信
託
財
産
か
ら
の
損
害
の
賠
償
） 

第
五
十
三
条 

（
略
） 

２ 

第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
九
条
（
第
六
項
及
び
第
七
項
を

除
く
。
）
並
び
に
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
財
産
か
ら

の
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
（
受
託
者
の
信
託
報
酬
） 

第
五
十
四
条 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 



 

七 

４ 
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項

を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
並
び
に
第
五
十
二
条
並
び
に
民
法
第
六
百
四
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
受
託
者
の
信
託
報
酬
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

 

（
受
託
者
の
辞
任
） 

第
五
十
七
条 

受
託
者
は
、
委
託
者
及
び
受
益
者
の
同
意
を
得
て
、
辞
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

委
託
者
が
現
に
存
し
な
い
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
受
託
者
の
解
任
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４
～
８ 

（
略
） 

 

（
前
受
託
者
の
通
知
及
び
保
管
の
義
務
等
） 

４ 

第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
九
条
（
第
六
項
及
び
第
七
項

を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
並
び
に
第
五
十
二
条
並
び
に
民
法
第
六
百
四
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
受
託
者
の
信
託
報
酬
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

 

（
受
託
者
の
辞
任
） 

第
五
十
七
条 

受
託
者
は
、
委
託
者
及
び
受
益
者
の
同
意
を
得
て
、
辞
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

委
託
者
が
現
に
存
し
な
い
場
合
に
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

 

（
受
託
者
の
解
任
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４
～
８ 
（
略
） 

 

（
前
受
託
者
の
通
知
及
び
保
管
の
義
務
等
） 



  

八 

第
五
十
九
条 

第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由

に
よ
り
受
託
者
の
任
務
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
受
託
者
で
あ
っ
た
者
（
以

下
「
前
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、
受
益
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
５ 

（
略
） 

 

（
前
受
託
者
の
相
続
人
等
の
通
知
及
び
保
管
の
義
務
等
） 

第
六
十
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

第
四
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
受

託
者
の
相
続
人
等
又
は
破
産
管
財
人
が
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
信
託
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
等
） 

第
七
十
五
条 

１
～
６
（
略
） 

７ 

第
四
十
八
条
第
四
項
並
び
に
第
四
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
受
託
者
が
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

８
・
９ 

（
略
） 

 

（
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
託
者
の
義
務
の
特
例
） 

第
二
百
十
二
条 

受
益
証
券
発
行
信
託
に
お
い
て
は
、
第
三
十
五
条
第
四
項
の

第
五
十
九
条 

第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由

に
よ
り
受
託
者
の
任
務
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
受
託
者
で
あ
っ
た
者
（
以

下
「
前
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、
受
益
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２
～
５ 

（
略
） 

 

（
前
受
託
者
の
相
続
人
等
の
通
知
及
び
保
管
の
義
務
等
） 

第
六
十
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

第
四
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
受

託
者
の
相
続
人
等
又
は
破
産
管
財
人
が
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
信
託
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
等
） 

第
七
十
五
条 

１
～
６
（
略
） 

７ 

第
四
十
八
条
第
四
項
並
び
に
第
四
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
受
託
者
が
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

８
・
９ 

（
略
） 

 

（
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
託
者
の
義
務
の
特
例
） 

第
二
百
十
二
条 
受
益
証
券
発
行
信
託
に
お
い
て
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
た



 

九 

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

     

（
会
計
監
査
人
の
辞
任
及
び
解
任
） 

第
二
百
五
十
一
条 

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
会
計
監
査
人
の
辞
任
に
つ

い
て
、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
会
計
監
査
人
の
解
任
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
） 

第
二
百
六
十
一
条 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

受
益
者
の
利
益
を
害
し

な
い 

信
託
の
目
的
の
達
成
の
支

障
と
な
ら
な
い 

第
三
十
一
条
第
二

項
第
三
号 

受
益
者
と
の 

信
託
の
目
的
に
関
し
て
有

す
る 

だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
行
為
の
定
め
に
よ
り
同
項
本
文
の
義

務
を
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

２ 

受
益
証
券
発
行
信
託
に
お
い
て
は
、
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。 

  

（
会
計
監
査
人
の
辞
任
及
び
解
任
） 

第
二
百
五
十
一
条 

第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
は
会
計
監
査
人
の
辞
任

に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
会
計
監
査
人
の
解

任
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
） 

第
二
百
六
十
一
条 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

受
益
者
の
利
益
を
害
し

な
い 

信
託
の
目
的
の
達
成
の
支

障
と
な
ら
な
い 

第
三
十
一
条
第
二

項
第
四
号 

受
益
者
と
の 

信
託
の
目
的
に
関
し
て
有

す
る 



  

一

〇 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

附 

則 

（
自
己
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
三
条
第
三
号
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
削
る
） 

  

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
等
） 

３ 

第
十
一
章
の
規
定
は
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
学
術
、
技
芸
、
慈

善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。 

４ 

前
項
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信

託
の
う
ち
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る

信
託
に
係
る
見
直
し
の
状
況
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

附 

則 

（
自
己
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
三
条
第
三
号
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の

他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
政
令
で
定
め
る

法
人
以
外
の
者
を
受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
新
設
） 

  
（
新
設
） 

   



 

一

一 

５ 
第
十
一
章
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
見
直
し
の
状
況
を
勘
案
し
て
検

討
が
加
え
ら
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
三
項
の
別
に
法

律
で
定
め
る
日
ま
で
に
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
法
律
の
整
備
等
） 

６ 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

 
 

 


